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２
０
１
９
年
五
月
三
十
日
、
午
後
か
ら

倉
吉
未
来
中
心
に
お
い
て
、
部
落
解
放
・

人
権
政
策
確
立
要
求
鳥
取
県
実
行
委
員
会

第
三
十
五
回
総
会
・
学
習
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
県
内
各
市
町
村
か
ら
百
八
十
八

人
が
参
加
し
ま
し
た
。 開

会
あ
い
さ
つ
で
石
田
耕
太
郎
会
長
は
、

「
多
く
の
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
部
落
差

別
解
消
推
進
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法

律
の
周
知
と
具
体
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、「
部
落
探
訪
」
を
は
じ
め
と

す
る
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
悪
質
な
差
別
事

象
と
と
も
に
、
県
内
で
も
同
和
地
区
を
問

い
合
わ
せ
る
行
為
や
差
別
発
言
事
象
な
ど

が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を 

      

            

踏
ま
え
、
鳥
取
県
実
行
委
員
会
と
し
て
先

日
、
山
下
貴
司
法
務
大
臣
に
「
部
落
探
訪
」

の
削
除
を
求
め
る
要
請
行
動
を
行
っ
た
。

今
後
も
推
進
法
を
活
か
し
な
が
ら
確
信
犯

的
差
別
行
為
に
歯
止
め
を
か
け
る
「
差
別

禁
止
法
」、「
人
権
侵
害
救
済
法
」
の
制
定

を
求
め
て
い
き
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
し
ま

し
た
。 

総
会
で
は
、
昨
年
度
の
事
業
と
し
て
、

五
月
に
開
催
さ
れ
た
第
１
次
中
央
集
会
と

総
会
、
十
月
の
第
二
次
中
央
集
会
、
二
月

の
学
習
会
、「
部
落
探
訪
」
の
削
除
を
求
め

る
鳥
取
地
方
法
務
局
長
へ
の
削
除
要
請
及

び
国
会
議
員
へ
の
要
請
行
動
の
取
り
組
み               

と
会
計
決
算
報
告
が
拍
手
で
承
認
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
事
業
計
画
で
は
、
山
下
貴

司
法
務
大
臣
へ
の
要
請
行
動
な
ど
の
事
業

計
画
、
会
計
予
算
、
２
０
２
０
年
度
以
降

の
負
担
金
の
見
直
し
な
ど
が
了
承
さ
れ
ま

し
た
。 総

会
後
の
学
習
会
で
は
、
現
在
行
わ
れ

て
い
る
「
全
国
部
落
調
査
」
復
刻
版
差
し

止
め
裁
判
の
現
状
に
つ
い
て
、
部
落
解
放 同

盟
中
央
本
部
副
執
行
委
員
長
で
あ
り
、

裁
判
の
原
告
団
の
代
表
で
あ
る
片
岡
明
幸 （

４
ペ
ー
ジ
に
続
く
） 
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２
０
１
９
年
五
月
二
十
二
日
東
京
・
憲

政
記
念
館
に
お
い
て
、
２
０
１
９
年
度
第

１
次
部
落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
中

央
集
会
が
開
催
さ
れ
全
国
か
ら
約
六
百
人
、

鳥
取
県
か
ら
は
、
石
田
倉
吉
市
長
、
矢
部

若
桜
町
長
、
寺
谷
智
頭
町
長
を
は
じ
め
２

市
６
町
の
自
治
体
関
係
者
、
解
放
同
盟
関

係
者
な
ど
二
十
五
人
が
参
加
し
ま
し
た
。 中

央
集
会
で
は
、
組
坂
繁
之
中
央
実
行

委
員
会
副
会
長
の
開
会
あ
い
さ
つ
、
主
催

者
あ
い
さ
つ
を
佐
々
木
基
文
高
野
山
真
言

宗
社
会
人
権
局
長
が
代
読
、
２
０
１
６
年

に
施
行
さ
れ
た
「
部
落
差
別
の
解
消
の
推

進
に
関
す
る
法
律
」（
部
落
差
別
解
消
推
進

法
）
の
周
知
徹
底
を
さ
ら
に
進
め
、
法
律

の
具
体
化
を
め
ざ
そ
う
と
い
う
あ
い
さ
つ

が
あ
り
ま
し
た
。 

来
賓
あ
い
さ
つ
で
は
、
自
由
民
主
党
、

公
明
党
、
国
民
民
主
党
、
立
憲
民
主
党
、

国
民
民
主
党
、
日
本
維
新
の
会
、
沖
縄
の

風
な
ど
各
政
党
か
ら
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま 

 

                     

し
た
。 

基
調
提
案
は
西
島
藤
彦
中
央
実
行
委
員

会
事
務
局
長
が
行
い
、
部
落
差
別
の
実
態

把
握
に
つ
い
て
法
務
省
は
、
①
政
府
各
省 

   

  

や
地
方
自
治
体
が
把
握
し
て
い
る
差
別
事

件
の
集
約
。
②
法
務
省
が
独
自
に
本
年
度

全
国
一
万
人
を
対
象
に
抽
出
方
式
で
意
識

調
査
を
行
う
。
意
識
調
査
は
、
結
婚
差
別

や
土
地
差
別
な
ど
全
国
共
通
の
項
目
設
定

で
比
較
検
討
が
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
部
落
差
別
の
実
態
を
正
確
に

把
握
で
き
る
調
査
の
実
施
を
強
く
求
め
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
話
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
夏
の
参
議
院
選
挙
に

日
本
維
新
の
会
公
認
で
立
候
補
予
定
の
元

フ
ジ
テ
レ
ビ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
長
谷
川
豊
氏

が
２
月
に
講
演
会
で
被
差
別
部
落
を
め
ぐ

っ
て
、「
士
農
工
商
の
下
に
人
間
以
下
の
存

在
が
い
る
」、「
こ
の
穢
多
、
非
人
は
、
性

欲
が
強
く
、
当
然
乱
暴
な
ど
を
働
き
、
十

数
人
で
集
団
で
相
手
を
襲
う
」、「
プ
ロ
の 

犯
罪
者
集
団
だ
」
と
い
う
差
別
発
言
を
行

っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
部
落
解
放
同
盟

は
日
本
維
新
の
会
馬
場
幹
事
長
に
抗
議
、

長
谷
川
氏
は
謝
罪
し
，発
言
を
撤
回
し
た
。

松
井
代
表
は
か
ば
う
余
地
な
し
と
し
て
公

認
を
停
止
し
た
こ
と
を
報
告
さ
れ
た
。（
そ

の
後
、
本
人
が
公
認
を
辞
退
す
る
） 

集
会
終
了
後
、
部
落
差
別
解
消
推
進
法

の
具
体
化
を
求
め
て
鳥
取
県
と
秋
田
県
選

出
の
衆
参
国
会
議
員
十
人
へ
の
要
請
行
動
、

法
務
省
、
農
林
水
産
省
、
厚
生
労
働
省
、

文
部
科
学
省
で
の
各
省
交
渉
が
行
わ
れ
ま

し
た
。 
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「
全
国
部
落
調
査
」
復
刻
版
差
し
止
め

裁
判
の
被
告
で
あ
る
鳥
取
ル
ー
プ
・
示
現

舎
は
、
ネ
ッ
ト
上
に
お
い
て
、
「
示
現
舎 ガ

チ
な
世
界
が
読
め
る
メ
デ
ィ
ア
」
と
称

し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
部
落
探
訪
」
を
公

開
し
て
い
ま
す
。「
全
国
部
落
調
査
」
を
も

と
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
都
府
県
の
未
指
定

地
区
も
含
め
て
掲
載
し
て
お
り
、
確
信
犯

的
に
「
部
落
を
暴
く
」
行
為
を
行
っ
て
い

ま
す
。
結
婚
問
題
な
ど
部
落
差
別
が
存
在

す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
身
元
調
べ
等

に         

     

 

に
悪
用
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
り
、
差
別
を

誘
発
し
煽
る
行
為
が
堂
々
と
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
到
底
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
サ
イ
ト
の
削
除
の
要
請

を
法
務
局
に
行
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ま
だ

に
削
除
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
法
務
局
に
問

い
合
わ
せ
て
も
、本
省
に
連
絡
し
て
い
る
、

削
除
要
請
し
た
か
ど
う
か
は
、
個
別
案
件

な
ど
で
回
答
で
き
な
い
と
い
う
対
応
を
と

っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
行
為
は
、
部
落
差
別
が
存
在
し
、

情
報
化
の
進
展
に
伴
っ
て
部
落
差
別
の
状

況
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え

２
０
１
６
年
に
施
行
さ
れ
た
「
部
落
差
別

の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
の
明
確

な
違
反
行
為
で
す
。 

ま
た
、
鳥
取
ル
ー
プ
が
作
成
し
２
０
０

９
年
９
月
か
ら
公
開
さ
れ
て
い
る
鳥
取
県
、

大
阪
府
、
滋
賀
県
等
の
同
和
地
区
の
地
図 

に
悪
用
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
り
、
差
別
を 

                    

誘
発
し
煽
る
行
為
が
堂
々
と
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
到
底
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
部
落
解

放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
鳥
取
県
実
行
委

員
会
は
、
２
０
１
９
年
五
月
二
十
二
日
夕

方
、
山
下
貴
司
法
務
大
臣
に
対
し
て
当
該

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
作
成
者
及
び
管
理
者
に

対
し
て
、
当
該
記
事
の
削
除
を
求
め
る
と

と
も
に
悪
質
な
差
別
を
禁
止
す
る
「
差
別

禁
止
法
」、
そ
の
被
害
者
を
救
済
す
る
「
人

権
侵
害
救
済
法
」
の
早
期
制
定
を
要
請
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 法

務
大
臣
へ
の
要
請
行
動
は
、
２
０
１

６
年
の
金
田
法
務
大
臣
以
来
、
３
年
ぶ
り

（
大
臣
２
回
、
副
大
臣
１
回
、
政
務
官
１

回
、
首
相
補
佐
官
１
回
）
と
な
り
、
今
回

の
要
請
書
に
は
加
盟
す
る
構
成
団
体
の
県

内
す
べ
て
の
自
治
体
の
首
長
及
び
団
体
長

の
公
印
を
そ
ろ
え
要
請
書
を
提
出
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。 要

請
行
動
に
は
、
組
坂
繁
之
解
放
同
盟

中
央
執
行
委
員
長
も
同
席
、
法
務
省
側
は

人
権
擁
護
局
長
、
調
査
救
済
課
長
も
同
席

し
ま
し
た
。 石

田
市
長（
鳥
取
県
実
行
委
員
会
会
長
）

か
ら
要
請
書
が
山
下
大
臣
に
手
渡
さ
れ
、

参
加
者
か
ら
鳥
取
ル
ー
プ
の
確
信
犯
的
差

別
行
為
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
説
明
が 行

わ
れ
ま
し
た
。 山

下
大
臣
か
ら
は
「
現
段
階
で
は
、
強

制
力
を
持
っ
た
法
整
備
が
行
わ
れ
て
お
ら 
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ず
対
応
に
大
変
苦
慮
し
て
い
る
。し
か
し
、

法
務
省
と
し
て
も
こ
の
よ
う
な
行
為
は
許

さ
れ
な
い
し
差
別
を
助
長
す
る
行
為
で
あ る

と
認
識
し
て
い
る
の
で
早
急
に
削
除
で

き
る
よ
う
対
応
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、

法
律
の
整
備
に
つ
い
て
も
し
っ
か
り
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
。」と
い
う
話
が
あ
り
ま

し
た
。
今
回
の
要
請
行
動
で
削
除
や
法
の                   

整
備
が
早
急
に
進
む
と
は
思
え
ま
せ
ん
が
、

私
た
ち
の
思
い
が
法
務
省
及
び
山
下
大
臣
。

に
し
っ
か
り
届
い
た
と
い
え
ま
す
。 

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊ （

１
ペ
ー
ジ
か
ら
の
続
き
） さ

ん
か
ら
、
裁
判
の
現
状
と
今
後
の
方
向

に
つ
い
て
話
が
あ
り
ま
し
た
。 裁

判
は
全
国
部
落
調
査
の
発
行
・
販
売                  

の
禁
止
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
ネ
ッ
ト

も
含
め
て
一
切
の
公
開
の
禁
止
、
原
告
団

へ
総
額
二
億
七
千
九
〇
〇
万
円
の
損
害
賠

償
を
求
め
る
内
容
で
、
被
告
原
告
双
方
が

意
見
を
主
張
す
る
口
頭
弁
論
の
後
、
現
在

弁
論
準
備
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
、
裁
判
所
が
原
告
二
四
八
人
の
中
か

ら
一
五
人
を
裁
判
所
に
呼
び
、
意
見
を
聞

く
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
る
。
原
告
（
弁
護

士
）
側
、
被
告
側
、
裁
判
長
の
三
者
で
質

問
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
来
年

春
頃
に
は
東
京
地
方
裁
判
所
の
結
審
が
行

わ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。 証

人
尋
問
が
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
。

彼
ら
は
、
現
在
も
「
部
落
探
訪
」
と
い
う

題
名
で
、
全
国
の
同
和
地
区
を
訪
ね
そ
こ

に
あ
る
神
社
や
寺
、
墓
地
（
墓
石
に
書
か

れ
て
い
る
名
前
）、地
区
内
に
あ
る
公
共
施

設
、
共
同
浴
場
、
改
良
住
宅
、
道
路
の
様

子
、
周
辺
の
風
景
、
個
人
の
住
宅
（
門
札

の
名
前
）
等
を
写
真
や
動
画
で
公
開
し
、 さ

ら
に
、過
去･

現
在
の
主
な
職
業
や
戸
数
、

人
口
な
ど
差
別
を
煽
る
文
書
と
と
も
に
公

開
し
て
い
る
。 鳥

取
県
内
に
お
い
て
も
「
部
落
探
訪
」

（
４
６
）、（
４
８
）
前
編
・
後
編
、（
５
０
）、

（
５
２
）
と
し
て
県
内
５
カ
所
の
同
和
地

区
を
訪
れ
た
記
事
・
写
真
が
掲
載
さ
れ
、

そ
の
内
容
は
部
落
差
別
を
著
し
く
助
長
す

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 鳥

取
ル
ー
プ
・
示
現
舎
は
、「
全
国
部
落

調
査
」
を
も
と
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
都
府

県
の
未
指
定
地
区
も
含
め
て
掲
載
し
て
お

り
、
確
信
犯
的
に
「
部
落
を
暴
く
」
行
為 を

行
っ
て
お
り
、
中
に
は
本
人
同
意
も
な

く
被
差
別
部
落
出
身
者
の
有
名
人
を
暴
く

行
為
も
行
っ
て
い
る
。
結
婚
問
題
な
ど
部

落
差
別
が
存
在
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、

身
元
調
べ
等
に
悪
用
さ
れ
る
危
険
性
が
あ

り
、
差
別
を
誘
発
し
煽
る
行
為
が
堂
々
と

行
わ
れ
て
い
る
。
差
別
情
報
の
削
除
に
向

け
て
、
今
回
の
裁
判
で
は
何
と
し
て
も
勝

利
を
勝
ち
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。 


